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(57)【要約】
【課題】高度上空から地表を撮影した観測画像に基き、
ユーザの負担を軽減し、農地などの土地区画のデータを
作成することができる画像処理システムを提供する。
【解決手段】衛星や航空機などの高度飛翔体から地表を
撮影した観測画像から農地の候補となる区画を抽出する
区画抽出手段と、農地候補区画の利用用途を分類する区
画分類手段とを含むことを特徴とする。さらに、区画分
類手段は、農地候補区画の各領域のノイズ量を計算する
ノイズ判定手段と、農地候補区画の各領域の植生指数を
計算する植生判定手段と、農地候補区画の各領域の形状
を計算する形状判定手段とを含むことを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地表を撮影して得られた地理画像データを解析し、農地区画データを作成する農地区画
データ作成システムであって、
　前記地理画像データから区画領域を抽出する区画抽出手段と、
　前記区画領域中のノイズ量を計算するノイズ判定手段と、
　前記区画領域の植生指数を計算する植生判定手段と、
　前記区画領域の形状特徴を判定する形状判定手段と、
　前記ノイズ量と前記植生指数と前記形状特徴とを用いて、前記区画領域が農地か否かを
判定する農地判定手段と、
を備えることを特徴とする農地区画データ作成システム。
【請求項２】
　前記ノイズ判定手段は、前記抽出した区画領域の面積に対するノイズ量であるノイズ評
価値を計算し、
　前記ノイズ評価値は、その値が小さいほど農地らしさが高いことを示すことを特徴とす
る請求項１に記載の農地区画データ作成システム。
【請求項３】
　前記形状判定手段は、前記抽出した区画領域を構成する各ベクトルのなす角をチェック
し、
　前記なす角は、０度または９０度に近いほど農地らしさが高いことを示すことを特徴と
する請求項１又は２に記載の農地区画データ作成システム。
【請求項４】
　前記農地判定手段は、前記ノイズ量と前記植生指数と前記形状特徴のそれぞれに異なる
重み係数を乗算し、それらの総和を算出し、その総和の値が所定の閾値よりも大きい場合
に、前記区画領域が農地であると判定することを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項
に記載の農地区画データ作成システム。
【請求項５】
　前記農地判定手段は、前記地理画像データの撮影時期に応じて、前記重み係数を可変と
することを特徴とする請求項４に記載の農地区画データ作成システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、衛星や航空機等を用いて高度上空から地表を撮影して得られた観測画像を解
析し、地表における土地区画に関するデータを作成する地理画像処理システムに関し、特
に地理画像に含まれる農業用地の抽出を容易にするための画像処理を行うシステムに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、衛星画像や航空写真画像の利用が広まってきており、それらの画像を使った地図
の作成や地表の分析等に関わる技術が開発されている。この中で、農地部を撮影した写真
の分析を行うには、画像内の土地区画を抽出し、さらに抽出された土地区画の中から農地
に該当する領域を抽出することが不可欠である。
【０００３】
　従来、土地区画の抽出と、抽出された土地区画からの農地の抽出は、手作業で行われて
いたので、多大な人的コストがかかることが問題だった。そこで、これらの処理をコンピ
ュータにより自動化させる方法が提案されている。その一例として、特許文献１では、ま
ず地表を撮影した画像からエッジを抽出し、そのエッジ画像上の任意の1点から放射状に
伸ばした直線とエッジとの交点を求め、複数の交点を連結させてできる多角形の区画領域
を抽出する処理が提案されている。この処理により、土地区画の抽出を自動的に行うこと
ができる。
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【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２５６８０７号公報
【非特許文献１】J.Canny,「A Computational Approach to Edge Detection」IEEE Trans
actions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,Vol.PAMI-8,No6,1986年11月
【非特許文献２】尾上守,「画像処理ハンドブック」,昭晃堂出版,1987年
【非特許文献３】金子正美,外５名「湿原植生分類のためのリモートセンシング手法の研
究」,北海道環境科学研究センター所報,第29号,2002年,pp.53-58
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の手法によって地理画像から農地の候補となる区画領域を抽出する
ことはできるが、抽出された各区画領域に対して農地或いは非農地と判定し、分類する作
業は操作者が実際に各区画領域の画像を見て行う必要がある。この作業は自動化されてお
らず、多大な人的コストを必要し、操作者は多大な集中力、時間を必要とするものである
。また、広範囲の画像に対して限られた時間で作業を行うためには複数の操作者が必要と
なるが、この場合各操作者の主観的判断基準の差によって分類結果にばらつきが生じてし
まう恐れもある。
【０００６】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、衛星画像や航空写真画像などの
地理画像から農地などの土地区画データを容易に作成することができる農地区画データ作
成システムを提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記解決課題に鑑みて鋭意研究の結果、本発明者は、抽出された区画領域に対して、ノ
イズ量、植生指数、区画形状などのパラメータを計算し農地らしさを判定することで自動
的に農地と非農地を区別し、上記課題が解決されることに想到した。
【０００８】
　すなわち、本発明は、地理画像に含まれる区画領域の抽出および分類を行うシステムで
あって、地理画像中の田畑などの農地区画の輪郭、すなわちエッジを抽出し、抽出したエ
ッジに基づいて区画領域を抽出する区画抽出手段と、各区画領域の、農地らしさを表す特
徴を解析し、「農地」または「非農地」といった土地利用用途を判定する区画分類手段と
、を含むことを特徴とする。
【０００９】
　より具体的には、本発明は、地表を撮影して得られた地理画像データを解析し、農地区
画データを作成する農地区画データ作成システムに関し、地理画像データから区画領域を
抽出する区画抽出手段と、区画領域中のノイズ量を計算するノイズ判定手段と、区画領域
の植生指数を計算する植生判定手段と、区画領域の形状特徴を判定する形状判定手段と、
ノイズ量と植生指数と形状特徴とを用いて、区画領域が農地か否かを判定する農地判定手
段と、を備えることを特徴とする。ノイズ判定手段は、抽出した区画領域の面積に対する
ノイズ量であるノイズ評価値を計算する。ここでノイズ評価値は、その値が小さいほど農
地らしさが高いことを示すものである。また、形状判定手段は、抽出した区画領域を構成
する各ベクトルのなす角をチェックする。ここでなす角は、０度または９０度に近いほど
農地らしさが高いことを示すものである。
【００１０】
　農地判定手段は、ノイズ量と植生指数と形状特徴のそれぞれに異なる重み係数を乗算し
、それらの総和を算出し、その総和の値が所定の閾値よりも大きい場合に、区画領域が農
地であると判定する。なお、農地判定手段は、地理画像データの撮影時期に応じて、重み
係数を可変とするようにしてもよい。
【００１１】
　さらなる本発明の特徴は、以下本発明を実施するための最良の形態および添付図面によ
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って明らかになるものである。
【発明の効果】
【００１２】
　以上、説明したように、本発明の地理画像処理システムによれば、衛星画像や航空写真
画像などの地理画像から土地区画の抽出および分類する作業を大幅に効率化することがで
きる。また、従来操作者の技量に頼っていた作業工程が自動化されるので、多数の操作者
によって作業を行う場合であっても、操作者の熟練度の差に影響されることなく均質な土
地区画データを得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の地理画像処理システムを実施するための最良
の形態を詳細に説明する。図１乃至１０は、本発明の実施の形態を例示する図である。こ
れらの図において、同一の符号を付した部分は同一物を表し、基本的な構成及び動作は同
様であるものとする。なお、本発明は本実施形態に限定されるものではない。当業者であ
れば、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、実施形態にかかる発明の構成及び機能
に様々な変更・改良を加えることが可能である。
【００１４】
＜システム構成＞
　図１は、本発明の地理画像処理システムの構成を概略的に示すブロック図である。図１
において、本システムは、パソコン、ワークステーション等から構成される処理装置１０
と、メインメモリとして使用されるＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）及び磁気ディスク
記憶装置等の補助記憶装置とを含む記憶装置２０と、入出力装置３０とを備えている。
【００１５】
　入出力装置３０は、キーボード及びマウス等のポインティングデバイスを含む入力装置
３１と、ＣＲＴディスプレイ装置等の表示装置３２と、プリンタ３３とを備えている。入
力装置３１は、ユーザによるパラメータの入力やコマンドの起動等、並びに本システムに
より画像処理を施した地理画像を用いた土地区画データ生成に用いられる。表示装置３２
及びプリンタ３３は、本システムで扱う地理画像や土地区画データをユーザに提示するた
めに用いられる。尚、表示装置としては、表示装置３２及びプリンタ３３のいずれか一方
のみを備える構成としてもよい。
【００１６】
　処理装置１０は、地理画像処理プログラム４０を含んでいる。地理画像処理プログラム
４０は、プログラムモジュールとして、地理画像に含まれる農地等の区画を抽出する区画
抽出部１００、抽出された各区画領域に対して土地利用用途ごとに分類を行う区画分類部
２００を含む。
【００１７】
　また、区画分類部２００は、サブモジュールとして、地理画像から抽出したエッジを利
用して各区画領域中のノイズを抽出し農地らしさを判定するノイズ判定部２０１、地理画
像を用いて植生指数（後述する）を計算し各区画領域の農地らしさを判定する植生判定部
２０２、各区画領域の形状を評価し農地らしさを判定する形状判定部２０３、ノイズ判定
部と植生判定部と形状判定部の各評価値をもとに各区画領域の分類（農地か非農地かの分
類／判定）を行う農地判定部２０４を含む。
【００１８】
　記憶装置２０は、地理画像データ２１、区画領域データ２２、ノイズデータ２３、植生
データ２４、区画形状データ２５、区画分類データ２６を記憶する。これらのうち、地理
画像データ２１は、人工衛星又は航空写真画像から得られるものであり、本システムによ
る処理実行前に予め記憶されているデータである。一方、区画領域データ２２、ノイズデ
ータ２３、植生データ２４、区画形状データ２５、区画分類データ２６は、本システムに
おいて地理画像データ２１に基づいて生成されるデータである。
【００１９】
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＜地理画像処理の概要＞
　図２は、本システムにより行われる画像処理の概要を例示する図である。図２（ａ）は
、予め記憶装置２０に記憶されている地理画像データ２１を示している。この地理画像デ
ータに対して区画抽出を行うことにより、図２（ｄ）に示すような区画領域が得られる。
図２（ｄ）において、一つの多角形は一区画領域を示している。一つの区画領域は、複数
のベクトルが連結したデータである。このデータは区画領域データ２２として記憶装置２
０に格納される。また、地理画像データに対してエッジ検出処理を行うことにより、図２
（ｃ）に示すエッジ画像が得られる。このエッジ画像に対してノイズ判定処理を行い、農
地らしさを判定する。エッジ検出処理は、Ｃａｎｎｙ法（非特許文献１参照）や、Ｓｏｂ
ｅｌフィルタ（非特許文献２参照）などの各種エッジフィルタを使用して行うことができ
る。ノイズ判定処理で得られた各区画領域のノイズ量の評価値のデータはノイズデータ２
３として記憶装置２０に格納される。また、地理画像データに対して植生指数を計算する
ことで、図２（ｂ）に示す植生画像が得られる。植生画像は、地理画像の各画素の植生指
数の値を表示した画像である。植生判定処理で得られた各区画領域の植生の評価値のデー
タは植生データ２４として記憶装置２０に格納される。また、区画領域データの各区画領
域における隣り合ったベクトルのなす角の計算を行う。図１０（ａ）はその際の概略図で
ある。各区画領域における隣り合ったベクトルのなす角を計算し、農地らしさを表す評価
値を計算する。このときの各区画領域の形状をもとにした評価値のデータは区画形状デー
タ２５として記憶装置２０に格納される。ノイズデータ２３と植生データ２４と区画形状
データ２５を用いて各区画領域の農地らしさが判定され、各区画領域の分類結果は区画分
類データ２６として記憶装置２０に出力される。図２（ｅ）は、区画分類データ２６の一
例である。従来技術では、図２（ｄ）のような区画領域の抽出までを自動化し、区画領域
の分類は手作業で行っていたが、本発明では区画領域の分類も自動的に行うことができる
。
【００２０】
＜地理画像処理の詳細＞
　以下、本発明の地理画像処理システムにおける区画抽出処理、ノイズ判定処理、植生判
定処理、形状判定処理、区画判定処理について詳細を説明する。本発明において、地理画
像処理プログラム４０が起動されると、区画抽出部１００、区画分類部２００が順に起動
される。また、区画分類部内では、ノイズ判定部２０１、植生判定部２０２、形状判定部
２０３、農地判定部２０４が起動される。ただし、ノイズ判定部２０１、植生判定部２０
２、形状判定部２０３の各処理は順不同であり、これらの後に農地判定部２０４が起動さ
れる。以下、それぞれによる処理の詳細を述べる。
【００２１】
（１）区画抽出処理
　図３は、地理画像処理プログラム４０の区画抽出部１００による処理の流れを示すフロ
ーチャートである。図３において、区画抽出部１００は、記憶装置２０から地理画像デー
タ２１を読み込み（Ｓ３０１）、画像中に存在する農地等のエッジを抽出する（Ｓ３０２
）、エッジを抽出する処理としては種々の周知技術が適用可能である。土地区画の輪郭を
抽出できればどの手法を用いてもよい。本システムではＣａｎｎｙ法を適用するものとす
る。この処理によって図２（ｃ）のようなエッジ画像が生成される。
【００２２】
　次に、区画抽出部１００は、農地の候補となる領域を抽出するために、エッジ画像に対
して領域抽出処理を行う（Ｓ３０３）。この際の領域抽出には直線交点法（特許文献１）
を用いる。この処理について、図８を用いて説明する。この処理は、与えられたエッジ画
像と、シード点と呼ぶ一点の座標から、シード点を含む区画領域を抽出する処理である。
シード点とは、区画領域を抽出する際の出発点となる座標のことを指す。シード点は、格
子状に点在させたり、ランダムに配置するなどの方法で決定する。あらかじめ、図８（ａ
）のようにエッジ画像とシード点が与えられているとする。まず、シード点から等角度間
隔に全方位に直線を伸ばす（図８（ｂ））。そしてそれぞれの直線とエッジ画像における
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エッジ画素との交点を求め、得られた交点を順に結合させる（図８（ｃ））。この処理に
よって抽出された多角形の領域を区画領域とする（図８（ｄ））。区画領域の頂点の数は
、シード点から伸ばす直線数に依存する。例えば図８では直線の数を８本としている。こ
の直線数を増やすことにより、より精密な区画領域の抽出を行うことができる。ただし、
エッジ画像にノイズが多く含まれる場合、ノイズを交点として抽出してしまう可能性があ
るため、適度な数を設定しておく。以上の処理を、すべてのシード点に対して行う。
【００２３】
　次に、区画抽出部１００は、抽出した区画領域に対して、必要に応じて調整処理を行う
（Ｓ３０４、Ｓ３０５）。調整処理は、それまでの処理で得られた区画領域をチェックし
、不自然な区画領域データ（例えば、不自然に鋭角に尖った部分）を修正するために行う
。区画領域データのチェックは、主に大きさのチェックと、形状及びその形状のなす角度
のチェックによって行われる（詳細は特許文献１を参照）。従って、例えば袋地などの土
地のデータの場合道路に通じる通路が鋭角的な部分として抽出される可能性があるが、こ
の区画抽出処理の段階では、通路を除く形状部分のみが抽出される。
　区画抽出部１００は、このようにして得られた各区画領域のベクトルデータを、区画領
域データ２２として記憶装置２０に格納する（Ｓ３０６）。
【００２４】
（２）ノイズ判定処理
　図４は、地理画像処理プログラム４０の区画分類部２００内の、ノイズ判定部２０１に
よる処理の流れを示すフローチャートである。図４において、ノイズ判定部２０１は、記
憶装置２０から地理画像データ２１と区画領域データ２２を読み込み（Ｓ４０１）、地理
画像中のエッジを抽出する（Ｓ４０２）。そして各区画領域に該当する領域内のエッジ量
によって、その区画領域の農地らしさ（農地か否か）を判定する。区画抽出処理と同様に
、エッジを抽出する処理としては種々の周知技術が適用可能である。本システムではＣａ
ｎｎｙ法を適用するものとする。この処理によって生成されるエッジ画像を、ノイズ判定
用エッジ画像と呼ぶ。そして各区画領域のノイズ量計算処理を行う（Ｓ４０３）。ノイズ
量計算は式１で行う。
【００２５】

【数１】

【００２６】
　ただし、Ｎは対象とする区画領域内のノイズ評価値、g(x,y)はエッジ画像の座標(x,y)
における輝度値（つまり、エッジとして検出された場所の輝度）、Ｓは対象とする区画領
域の面積である。この計算を、ノイズ判定用エッジ画像中の各区画領域に対して行い、各
区画領域のノイズ評価値を計算する。
【００２７】
　次にノイズ判定処理を行い各区画領域の農地らしさを判定する。一般に農地の領域は、
領域内で輝度の変化が少ないためエッジ量は少なくなる。一方、建築物や駐車場などには
建物の輪郭や、白線などの輪郭がエッジとして強く出やすく、エッジ量は多くなりやすい
。そのため、エッジ量を評価することにより農地と建築物などをある程度区別できる。図
９は、ノイズ判定処理における農地と非農地それぞれのエッジデータの例を示す図である
。図９（ａ）は水田でありエッジ量が少ない。一方、図９（ｂ）は建築物が立っている区
画であり、建築物のエッジが多く存在する。このような場合、本発明で判定を行うと、図
９（ａ）は「農地」、図９（ｂ）は「非農地」として区別することができる。
【００２８】
　ノイズ判定部２０１は、このようにして生成された各区画領域のノイズ評価値をノイズ
データ２３として記憶装置２０に格納する（Ｓ４０４）。
【００２９】
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（３）植生判定処理
　図５は、地理画像処理プログラム４０の区画分類部２００内の、植生判定部２０２によ
る処理の流れを示すフローチャートである。図５において、植生判定部２０２は、記憶装
置２０から地理画像データ２１と区画領域データ２２を読み込み（Ｓ５０１）、地理画像
中の植生指数を計算する（Ｓ５０２）。植生指数は、リモートセンシングの多バンドから
求められる植生の有無・多少・活性度を示す指標である（たとえば非特許文献３を参照）
。代表的な植生指数にＮＤＶＩ（Ｎｏｒｍａｌｉｚｅｄ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ　Ｖｅｇ
ｅｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｅｘ：正規化植生指標）があり、式２で求められる。
【００３０】
【数２】

【００３１】
　ここで、ＩＲは近赤外線バンドの反射率、Ｒは可視の赤バンドの反射率である。ＩＲは
０．７～１．１μｍ程度、Ｒは０．５～０．７μｍ程度である。用いる地表画像により波
長帯は異なるが、ＩＲは植物の葉の細胞構造による反射率の高い近赤外域に対応しており
、Ｒは葉に含まれるクロロフィルによる０．６４～０．６７μｍ付近の強い吸収帯（可視
光の赤）に対応している。換言すれば、ＩＲとＲはレッドエッジを挟んだ２つのバンドで
ある。このため、画素に対応する地表上で植物の葉が多いほど、ＮＤＶＩの値は高くなる
。なお、同じ農地であっても季節によってＮＤＶＩ値が高い時期と低い時期がある。例え
ば水田の場合、田植え後から夏頃までは一面が緑でありＮＤＶＩ値は高くなるが、秋頃の
収穫時期や収穫後は緑が少なく、ＮＤＶＩ値が低くなる。従って、季節によってＮＤＶＩ
値を農地判定のための重要な要素として考慮（例えば、後述の重み係数を季節によって変
更する）するかを決めると最適な判定をすることができる。
【００３２】
　一般に農地では植生指数が高くなり、池などの水域や建物や駐車場などでは植生指数が
低くなる。このことを利用し本発明では各区画領域の農地らしさを判定する。各区画領域
の農地らしさを表す植生評価値の計算は式３で行う。
【００３３】

【数３】

【００３４】
　ただし、Ｖは対象とする区画領域内の植生評価値、NDVI(x,y)は、地理画像の座標(x,y)
における植生指数。Ｓは対象とする区画領域の面積である。この計算を、地理画像中の各
区画領域に対して行い、各区画領域の植生値を計算する。
【００３５】
　植生判定部２０２は、このようにして生成された各区画領域の植生評価値を植生データ
２４として記憶装置２０に格納する（Ｓ５０３）。
【００３６】
（４）形状判定処理
　図６は、地理画像処理プログラム４０の区画分類部２００内の、形状判定部２０３によ
る処理の流れを示すフローチャートである。図６において、形状判定部２０３は、記憶装
置から区画領域データ２２を読み込み（Ｓ６０１）、各区画領域の隣り合ったベクトルの
なす角を計算することで形状特徴を定量化する（Ｓ６０２）。図１０はこの処理の概略を
示す図である。図１０（ａ）は区画領域を八角形で表したときの図であり、隣り合ったベ
クトルのなす角をθ１～θ８で表している。一般に農地は長方形的な形状や長方形に近い
平行四辺形の形状をしていることが多い。そのため、区画領域の隣り合ったベクトルのな
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す角は０度か９０度のいずれかに近いといえる。そこで図１０（ｂ）及び図１０（ｃ）に
示すように、角度が０度か９０度のいずれかに近い場合に評価値を多く与え、０度か９０
度のいずれにも遠い場合に評価値を少なく与える。各区画領域内の隣り合ったベクトルの
角度の評価値を求め、平均したものをその区画領域の農地らしさを表す評価値する。具体
的には式４で計算する。
【００３７】
【数４】

【００３８】
　ただし、Ａは対象とする区画領域内の形状評価値、Ｅ(θj)は各角度の評価値、nは頂点
数である。
　形状判定部２０３は、このようにして生成された各区画領域の形状評価値を区画形状デ
ータ２５として記憶装置２０に格納する（Ｓ６０３）。
【００３９】
（５）農地判定部
　図７は、地理画像処理プログラム４０の区画分類部２００内の、農地判定部２０４によ
る処理の流れを示すフローチャートである。図７において、農地判定部２０４は、記憶装
置２０からノイズデータ２３と植生データ２４と区画形状データ２５を読み込む（Ｓ７０
１）。次に、各区画領域の農地らしさを式５で評価する（Ｓ７０２）。
【００４０】

【数５】

【００４１】
　ただし、Ｅは各区画領域の農地らしさを表す農地評価値であり、大きいほど農地らしい
。Ｎ、Ｖ、Ａはそれぞれ各区画領域における、ノイズ評価値、植生評価値、形状評価値を
表す。これらはそれぞれ、ノイズデータ２３、植生データ２４、区画形状データ２５から
求められる。α、β、γは、それぞれノイズ評価値、植生評価値、形状評価値の各評価値
の重みを表す定数である。このＥで農地らしさを求め、地理画像中に含まれる農地や空き
地や池などの区画領域の分類を行うことができる。農地と非農地を区別するためのＥの閾
値はユーザの要求に応じて適切に決定すればよい。なお、農地と言っても、水田や畑から
果樹園等がある。従って、それぞれの農地の性質によってＮ、Ｖ、Ａの値の傾向が異なっ
てくる。例えば、果樹園の場合、水田よりもエッジが多くノイズが多く含まれる可能性が
高いため、Ｎ値の重み係数を水田のそれよりも低く設定したり、果樹園の個々の指標（別
に設けられた指標）とさらに比べて最終的に判定するようにしても良い。
【００４２】
　図２（ｅ）は、図２（ａ）の地理画像と図２（ｄ）の区画領域画像に対する区画領域及
び分類結果の例である。図２（ｄ）において、（１）、（２）、（４）の区画領域は、図
２（ｃ）から確認できるようにノイズが少ない。また、図２（ｂ）から確認できるように
植生指数が高い。また、図２（ｄ）から確認できるように形状が長方形に近い。そのため
式５におけるＥが大きい値となる。一方、図２（ｄ）において、（３）の区画領域は、図
２（ｃ）から確認できるようにノイズが多い。また、図２（ｂ）から確認できるように植
生指数が低い。また、図２（ｄ）から確認できるように形状がやや歪んでいる。そのため
式５におけるＥが小さい値となる。以上より、図２（ｄ）において、領域（１）、（２）
及び（４）は「農地」と判定され、領域（３）は「非農地」と判定される。
【００４３】
　農地判定部２０４は、このようにして生成された各区画領域の分類結果を区画分類デー
タ２６として記憶装置２０に格納する（Ｓ７０３）。
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【００４４】
＜まとめ＞
　以上のように、本発明の実施形態は、地表を撮影して得られた地理画像データを解析し
、農地区画データを作成する農地区画データ作成システムに関するものである。そして、
そのシステムは、地理画像データから区画領域を抽出する区画抽出部（モジュール）と、
区画領域中のノイズ量を計算するノイズ判定部（モジュール）と、区画領域の植生指数を
計算する植生判定部（モジュール）と、区画領域の形状特徴を判定する形状判定部（モジ
ュール）と、ノイズ量と植生指数と形状特徴とを用いて、区画領域が農地か否かを判定す
る農地判定部（モジュール）と、を備える。これにより、農地判定の処理を自動化できる
と共に、主観的な判定及びそれによる判定のばらつきを防止でき、客観的な農地判定を実
現することができるようになる。
【００４５】
　ノイズ判定部は、抽出した区画領域の面積に対するノイズ量であるノイズ評価値を計算
する。ここでノイズ評価値は、その値が小さいほど農地らしさが高いことを示すものであ
る。また、形状判定手段は、抽出した区画領域を構成する各ベクトルのなす角をチェック
する。ここでなす角は、０度または９０度に近いほど農地らしさが高いことを示すもので
ある。このようにすることによって、農地判定の指標が明確になり、より客観的な判定に
資することができる。
【００４６】
　また、農地判定部は、ノイズ量と植生指数と形状特徴のそれぞれに異なる重み係数を乗
算し、それらの総和を算出し、その総和の値が所定の閾値よりも大きい場合に、区画領域
が農地であると判定する。重み係数を変更すれば、適応的な農地判定を実行できる。例え
ば、地理画像データの撮影時期に応じて、Ｖに対する重み係数を可変とすれば、季節に対
応してより適切な農地判定を実行することができる。
【００４７】
　なお、本実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードによっても本発明
は実現できる。この場合、プログラムコードを記録した記憶媒体をシステム或は装置に提
供し、そのシステム或は装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納さ
れたプログラムコードを読み出す。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコー
ド自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコード自体、及
びそれを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。このようなプログラムコード
を供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピィ（登録商標）ディスク、ＣＤ－
ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－Ｒ、磁
気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭなどが用いられる。
【００４８】
　また、プログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（オペレ
ーティングシステム）などが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって前述し
た実施の形態の機能が実現されるようにしてもよい。さらに、記憶媒体から読み出された
プログラムコードが、コンピュータ上のメモリに書きこまれた後、そのプログラムコード
の指示に基づき、コンピュータのＣＰＵなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処
理によって前述した実施の形態の機能が実現されるようにしてもよい。
【００４９】
　また、実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードがネットワークを
介して配信されることにより、システム又は装置のハードディスクやメモリ等の記憶手段
又はＣＤ-ＲＷ、ＣＤ-Ｒ等の記憶媒体に格納され、そのシステム又は装置のコンピュータ
(又はＣＰＵやＭＰＵ)が当該記憶手段や当該記憶媒体に格納されたプログラムコードを読
み出して実行することによっても、達成されるようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の地理画像処理システムの構成を概略的に示すブロック図である。
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【図２】本発明の地理画像処理システムにより行われる画像処理の概要を例示する図であ
る。
【図３】図１に示す地理画像処理プログラムの区画抽出部による処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図４】図１に示す地理画像処理プログラムのノイズ判定部による処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図５】図１に示す地理画像処理プログラムの植生判定部による処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図６】図１に示す地理画像処理プログラムの形状判定部による処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図７】図１に示す地理画像処理プログラムの農地判定部による処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図８】区画抽出処理の概要を例示する図である。
【図９】ノイズ判定処理における農地と非農地それぞれのエッジデータの例を示す図であ
る。
【図１０】形状判定処理の説明図である。（ａ）は隣り合ったベクトルのなす角を例示す
る図である。（ｂ）はベクトルのなす角に対する各角度の評価値を例示する図である。（
ｃ）はベクトルのなす角に対する各角度の評価値Ｅ（θ）を例示する表である。
【符号の説明】
【００５１】
１０　処理装置
２０　記憶装置
２１　地理画像データ
２２　区画領域データ
２３　ノイズデータ
２４　植生データ
２５　区画形状データ
２６  区画分類データ
３０　入出力装置
３１　入力装置
３２　表示装置
３３　プリンタ
４０　地理画像処理プログラム
１００　区画抽出部
２００  区画分類部
２０１　ノイズ判定部
２０２　植生判定部
２０３  形状判定部
２０４  農地判定部
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